
課     長 班　長 契約主任 担　当 検　算 設　計

起 市指定のごみ集積所から排出されるごみの収集運搬

工 （大曲庁舎・大曲南庁舎）

理

由

大曲庁舎他１施設ごみ収集業務委託（長期継続契約）

円

円）

　　 　　　　　　　　　　　　　

設　　計　　書

仕

　
様

　
概

　
要

委託費　金

　　（内消費税

①燃やせるごみ

②燃やせないごみ

③ビン・缶

④ペットボトル　　　　　　　

大曲南庁舎・・・毎月火曜・金曜日

大曲庁舎・・・契約期間における月曜日から金曜日までの毎日（閉庁日は除く。ただし、12月28日は収集運搬を行う。)

大曲南庁舎・・・毎月第２・第４水曜日

大曲庁舎・・・毎月１回の指定日

大曲南庁舎・・・毎月第４水曜日

大曲庁舎・・・毎月２回の指定日

大曲南庁舎・・・毎月第２・第４水曜日

大曲庁舎・・・毎月２回の指定日



№ 名　　称　・　仕　　様 単　位 数　量 単　価 金　　額 摘　　要

1 ＜大曲庁舎＞ 月 12

　燃やせるごみ 回 240 月18～22回×12ヶ月

　燃やせないごみ 回 12 月1回×12ヶ月

　ビン・カン 回 24 月2回×12ヶ月

　ペットボトル 回 24 月2回×12ヶ月

2 ＜大曲南庁舎＞ 月 12

　燃やせるごみ 回 97 月7～9回×12ヶ月

　燃やせないごみ 回 12 月1回×12ヶ月

　ビン・カン 回 24 月2回×12ヶ月

　ペットボトル 回 24 月2回×12ヶ月

小　　計

消費税 ％ 10

合　　計

総　　括　　表


